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特別徴収を徹底

師
走
の
恒
例
行
事「
も
ち
つ
き
」を
体
験
し
ま
せ
ん
か

義務教育学校の計画と方向性を報告

方城児童センター「親子もちつき大会」

金
田
小
・
中
学
校
建
設
に
伴
う
住
民
報
告
会

過去16回の説明会での意見をふまえ町長ほか３人が報告

自分でついた“つきたて”のおもちの味はきっと格別

へいちく沿線の四季折々がカレンダーに来
年
の
平
成
ち
く
ほ
う
鉄
道
カ
レ
ン
ダ
ー
販
売
中

児
童
虐
待
と
親
の
養
育
力
向
上
を
考
え
る

PTA連合会教育講演会・児童虐待防止講演会

　

美
し
い
風
景
と
車
両
が
マ
ッ
チ
し

た
平
成
筑
豊
鉄
道
オ
リ
ジ
ナ
ル
カ
レ

ン
ダ
ー
が
10
月
か
ら
販
売
さ
れ
て
い

ま
す
。
今
回
は
、お
な
じ
み
の
イ
ベ
ン

ト「
水
と
灯
火
の
夕
べ
」の
花
火
と
車

両
の
撮
影
に
も
成
功
！ 

ぜ
ひ
お
手
に

と
っ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。
町
内
で
は

「
金
田
駅
」と
赤
池
駅
隣
接
の「
お
好
み

焼
き
美
代
」で
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。

サ
イ
ズ
▼
Ａ
２
フ
ル
カ
ラ
ー 

計
７
枚

販
売
価
格
▼
１
部
６
０
０
円（
税
込
み
）

問 

平
成
筑
豊
鉄
道
本
社

　

☎
２
２-

１
０
０
０

a r e n t  a n d  c h i l d  e v e n t

　最近「うす」と「きね」を使っておもちを
ついたのはいつですか。近年は切りもちも簡
単に手に入るため、おもちを食べる機会は
あっても、つく機会は意外と少ないもの。児
童センターでお子さんと協力しながら、ぜひ昔
ながらの「もちつき」を体験してみてください。

日時▶12月4日日10：00～
場所▶方城児童センター（伊方4488番地1）

※試食あり／参加無料／要申込
問 福智町方城児童センター　☎22-7403

　

町
が
平
成
32
年
ま
で
に
建
設
を
計
画
し

て
い
る「
義
務
教
育
学
校
」に
つ
い
て
、
全

町
民
対
象
の
住
民
報
告
会
が
、
10
月
19
日

に
公
民
館
金
田
分
館
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

「
義
務
教
育
学
校
」は
、
小
・
中
９
年
間
を

と
お
し
て
一
貫
教
育
を
行
う
学
校
で
、
金

田
小
・
中
学
校
の
建
て
替
え
に
伴
い
計
画

さ
れ
て
い
る
も
の
。
経
過
報
告
の
後
、
３

年
前
に
開
校
し
た
飯
塚
市
立
小
中
一
貫
頴

田
校
の
立
ち
上
げ
か
ら
携
わ
っ
て
い
る
山

本
健
志
氏
の
説
明
も
あ
り
、
参
加
し
た
約

１
４
０
人
が
興
味
深
く
聞
き
入
り
ま
し
た
。

問
学
校
教
育
課　

☎
２
２-

１
１
９
２

o m p u l s o r y  e d u c a t i o n

郵送可能なので町外にお住まいのかたへの贈り物にも！

r i g i n a l  c a l e n d a r

b u s e   p r e v e n t i o n  l e c t u r e

　「PTA 連合会教育講演会」と「児童虐待防
止講演会」を同時開催。ぜひお越しください。

問 福祉課福祉係　☎22-7763
税
の
お
知
ら
せ

人住民税の「特別徴収」とは、事業主が従
業員に毎月支払う給与から個人住民税を差

し引きして納入する制度。納税者の利便性向上と
収納率向上のため、県内市町村では平成29年度
から個人住民税が原則「特別徴収」となります。

▶未実施の事業主を対象に、特別徴収義務者の
　指定を徹底します。

▶実施済の事業主に対しても、普通徴収としてい
　る従業員の特別徴収への切替えを徹底します。

　今後、県と市町村が連携・協力し、事業主や従
業員のみなさんに周知しながら取り組みを進めて
いきます。ご理解とご協力をお願いいたします。

※詳しくは福岡県ホームページ「個人住民税特別徴収推進の
　ひろば」などをご覧ください。

29年度から
個人住民税の
特別徴収を
徹底します！

個人住民税の特別徴収推進強化に関することは☟
問 県税務課個人住民税徴収機動班
　 ☎092-643-3049

【滞納処分の流れ】
scene.3
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押
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・

強
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止

11・12月は県下一斉徴収強化月間納期限を過ぎても納税していない人は、早めの納税を。

町の徴収強化月間での取り組み
▶一斉催告、差押えなど滞納処分の強化。

納税に関するお問い合わせ
▶税金の納付や相談窓口は、税金の種類によって
　「税務課」か「県税事務所」となります。納税通
　知書などで確認のうえ、お問い合わせください。

問 役場 税務課 収納対策係　☎22-7762

智町では、県および県内市町村と連携し、
個人住民税をはじめとする地方税の徴収

率向上と滞納の縮減を図るため、11・12月を「県
下一斉徴収強化月間」として、広報による納税推
進、滞納者に対する催告の強化、差押えやタイ
ヤロック、捜索による滞納処分の強化などさま
ざまな徴収対策に取り組みます。
　税金は皆さんの暮らしを支える貴重な財源。こ
の機会に納め忘れの税金がないか確認しましょう。

13：50～15：30
10：20～12：00

▶日時　11月17日木

▶場所　田川青少年文化ホール（田川市平松町3-36）

問 田川税務署 法人課税部門　☎44-4576

【年末調整説明会】
　平成28年分の年末調整説明会が次のとおり開
催されます。年末調整関係の資料は事前に送付さ
れますので、説明会当日に必ずご持参ください。

個

福
過去16回の説明会での意見をふまえ町長ほか３人が報告
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